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記入後、機密書類となる
裏面の指針参照のこと。この用紙はコピーして使ってもよい。楷書で記入すること(該当箇所)

	氏名     
     枚目（合計     枚）
登録番号
     
	

	

	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	
	日付：
（西暦
年/月/日）
     
	審査期間（日数）
	被審査組織名：
     
	審査での役割：
(該当する役割を選んでください。このなかにない場合は、この下に役割を記入してください)
 FORMDROPDOWN 

     
	審査員チームの人数：
     
	審査規格：
（例：ISO 9001:2008）
審査規格が、プログラムが基づく主要な審査規格ではない場合、

www.irca.orgにて関連する代替規格リストを確認すること。リストに掲載されていない審査規格の場合は、IRCAがレビューを実施するために、規格の写しを提出すること。
     
	審査の種類：
重要-裏面を参照のこと。
航空宇宙の審査は、裏面の欄7を参照のこと。
FSMSパート2については、申請するカテゴリを記入のこと。
     
	雇用組織の連絡先
組織名：
     
	指導及びガイダンスを提供した主任審査員の連絡先詳細
氏名：
     
	

	
	
	ｵﾝｻｲﾄの日数：

     
	ｻｲﾄ外の日数：

     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	所在地（詳細まで）：
     
	
	
	
	
	住所（詳細まで）：
     
	ご署名：
	

	
	
	
	
	被審査者担当者名：
     
	
	
	
	
	担当者名：
     
	審査員登録番号：
     
	

	
	
	
	
	電話/FAX番号：
     
	
	
	
	
	ご署名：
     
	連絡先電話/FAX番号：
     
	

	
	
	
	
	E-mailアドレス：
     
	
	
	
	
	組織内役職：
     
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E-mailアドレス：
     
	

	
	
	
	
	組織の規模：
（例：従業員数）
     
	
	
	
	
	連絡先電話/FAX番号：
     
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E-mailアドレス：
     
	
	


IRCAは記録された情報のすべて、あるいは、一部を独立した立場で検証します。情報の偽証は登録不可又は停止につながります。

	
	


	審査ログに関する指針
様式：IRCA/106JP/09/1

	

	

	欄1
	日付：初回会議に始まるサイト訪問初日の年、月、日（西暦）。
	審査の認可についての一般的指針：
どのような審査が認められるか？主任審査員レベル以外は、申請に先立つ3年以内に実施した審査実績のみを認めます。主任審査員レベルに関しては、申請に先立つ2年以内に実施した主任審査実績のみを認めます。「申請に先立つ期間」とは、IRCAが申請者の記入済申請書類を受理した日付から数えた期間と定義します。
ログシートに記入する審査実績は、すべて検証可能なものでなければなりません。実施した審査についての情報を詳細に記入してください。また、IRCAが検証できるように、必要な連絡先を明記してください。
IRCAが認める審査は、審査の指針規格であるISO 19011:2002に加えて、対応する要求事項や基準文書に定められた規格に照らして実施した審査（例：IRCA/602 QMS 2008スキームの場合、ISO 9001：2008又はIRCAが同等と認める規格に照らした審査）です。その他の国家規格、国際規格、あるいは会社の規格に照らして実施した審査を認めることもあります。
IRCAは、供給者監査（第二者監査）、認証審査（第三者審査）、及び、内部監査（第一者監査）を認めます。また、第一者、第二者、第三者審査（監査）として実施される、コンサルタント審査（以下を参照）も認めます。
内部（第一者）監査：内部監査員レベルの場合、申請者が監査を実施する業務活動から独立していれば、所属する組織内の特定の部門に対して実施した内部監査を認めます。
申請者が監査を実施する業務活動から独立していることに加え、監査の適用範囲が十分に広く、幅広い監査技能が求められる非常に複雑な監査である場合、その他のレベルに関しても内部監査を認めることを考慮します。この場合、申請者は裏づけとなる適切かつ関連のある情報を提供してください。
· コンサルタント審査：以下の全要項が満たされている場合、申請者がクライアントに対してコンサルタントという立場で実施した審査を認めます：
· 審査以前に、クライアント（被審査者）に、既に完全に確立したマネジメントシステムがある
· 申請者が、審査対象のマネジメントシステム構築の一端を担っていない（注1のような特別な場合を除く）
· 申請者が被審査者から独立している
· 審査の適用範囲にマネジメントシステムのすべての要素を含む
	注1）申請者が構築に携わったマネジメントシステムの事前審査については、その後認証機関が初回登録審査で認証を与えた場合、実績として認めます。
サーベイランス（部分システム）審査： 新規申請時及び昇格申請時（内部監査員レベルを除く）に提出されたサーベイランス（部分システム）審査は、通常認めません。しかし、登録更新の場合はサーベイランス審査の提出を認めています。一般原則として、5件のサーベイランス審査を完全なマネジメントシステム審査1件と同等のものと見なしますが、サーベイランス審査には非常に広範囲にわたるものがあることも認識しています。その場合、主張を裏付ける証拠を提出すれば、5件に満たないサーベイランス審査を（1件の完全なマネジメントシステム審査と同等なものとして）認めることもあります。
認められない審査：
以下の審査は認められません：
・12ヶ月に2回以上の頻度で繰り返されるマネジメントシステム審査
・1日に満たない（休憩を除く6時間のオンサイトでの審査活動）審査。内部監査員レベルはこの限りではない。（内部監査員レベルに関しては、休憩を除いた3時間の監査を認めます）
・ギャップ分析、不適合への是正処置完了の検証、フォローアップ訪問
· 正式なトレーニング要求事項を満たす前に実施した審査

この指針と併せて該当する審査員登録基準を読むこと。

すべてのIRCAプログラムでCPDが必要であり、審査員はIRCAウェブサイト（www.irca.org）を参照してプログラム一覧を確認すること。

	欄2

	期間：日数（0.5日単位）での総時間。
オンサイトの時間：初回会議から最終会議を含む、実際の審査活動に費やした時間。
サイト外での時間：計画/準備、文書レビュー並びに報告書作成に費やした時間。これらの活動は審査対象のサイト、あるいはサイト内の別の場所で行われる場合があるが、いずれの場合もサイト外として記述する。
	
	

	欄3

	被審査組織の詳細：IRCAが評価及び検証を実施するため、このセクションは完全に記入しなければならない。不備がある場合、追加証拠の提出を依頼することもある。
	
	

	欄4

	審査での役割：審査員、主任審査員、単独審査員あるいは内部監査員。
主任審査員と記入するのは、自分以外に最低1人の審査員を含む審査チームのリーダーを務めた場合。単独で審査の全段階を実施した場合は単独審査員とする。
	
	

	欄5
	審査員チームの人数：審査チームとして活動した参加審査員の人数（自分も含める）。
	
	

	欄6

	審査規格：実施した審査規格が対応する審査員登録基準あるいは同等規格のリスト（すべてwww.irca.orgにて入手可能）に参照されていない場合は、IRCAに問い合わせるか、審査記録と規格のコピーを添付してIRCAに提出し評価を仰ぐことのどちらか、又は両方を行う。
	
	

	欄7

	審査の種類：第三者審査（TPA）、第二者監査（SPA）、第一者/内部監査（FPA）、コンサルタント審査又は契約審査（CON）。（TPA：第三者審査）に分類される審査活動は、目的について、次のようにさらに詳細に記載する。事前審査、認証審査、サーベイランス（Surv.）、更新審査、ステージ１、ステージ2など。航空宇宙審査の場合は、実施した審査にデザイン（設計）が含まれていたか否かを詳細に記載すること。
	
	

	欄8

	雇用組織の連絡先：審査を行うにあたりあなたを雇用した組織。すなわち、あなたの雇用者。コンサルタント/契約審査の場合はクライアント。

IRCAが評価及び検証するため、このセクションは完全に記入しなければならない。不備がある場合、追加証拠の提出を依頼することもある。
	
	

	欄9

	指導を提供した主任審査員の連絡先詳細：審査にあたり、あなたに指導及びガイダンス1を提供した主任審査員の連絡先詳細及びステータス。この主任審査員は力量2を備えていなければならない。新規申請及び昇格申請の際、このセクションは完全に記入しなければならない。不備がある場合、追加証拠の提出を依頼することもある。登録済の審査員が同じレベルで更新を行う場合はこのセクションに記入する必要はない。

1. 指導及びガイダンスとは、申請者が常に監督下になければならないことではない。また、この監督業務実施を目的にだれかを割り当てることを求めるものでもない。

2. 現時点でIRCA（又は他の権威ある審査員登録機関）に主任審査員登録をしている者、あるいは、同等の力量を備えた者。

力量とは、ISO 19011:2002の中で、7.2に個人的資質、7.3に知識及び技能を適用する能力、7.4に教育、実務経験、監査員教育、監査経験を通じて取得したものと定義されている。
	
	

	








